
- 1 - 

 

２０２６年度  

北海道新聞社会福祉振興基金福祉公募助成 

＜小規模就労支援助成事業＞ 

募集要項 

 

１．目的 

 障がい者の就労の場における福祉向上を図るため、小規模通所就労支援事業所（以下「事業所」

という。）に対し器具備品の整備のための助成金を交付する。 

 

２．主催 

公益財団法人北海道新聞社会福祉振興基金 

株式会社北海道新聞社 

社会福祉法人北海道社会福祉協議会 

 

３．対象事業所 

  社会福祉法人、社団法人（一般・公益）、ＮＰＯ法人、法人格をもたない非営利団体が運営する

以下の事業所。（注１） 

 （１）就労継続支援Ｂ型事業所 

 （２）地域活動支援センター 

 （３）共同作業所等 

  （注１）この要項における事業所とは次の要件を満たしているものとする。 

 ① 利用者は、原則として学齢を超えた障がい者であること。 

 ② 事業所の定員は、おおむね１０名以上であること。 

 ③ 事業は、障がい者の特性に応じた内容であり、週５日程度行うものであること。 

 ④ 事業の実施に当たっては、必要に応じ専門的な知識または担当の経験者の指導を受ける

ものとし、障がい者の保健衛生及び安全の確保に留意していること。 

 

４．申請要件 

（１）２０２４年度（令和６年度）の繰越金が６００万円以下の事業所であること。 

  （事業所単位で会計を分けていない場合は、法人の繰越金が６００万円以下であること。） 

※２０２５年（令和７年）６月３０日までに所管庁へ提出している財務諸表等により繰越金

を確認する。（２０２５年（令和７年）３月３１日時点） 

 

 

 

 

 

 （２）２０２６年５月１８日時点（本助成申請書提出締切日）で設立から１年以上の事業所であ

ること。 

 （３）過去２年間（２０２４年度、２０２５年度）、本事業の助成を受けていない事業所であるこ

と。（同一法人の他事業所が助成を受けている場合は、申請することはできない。） 

（４）直接的な生産活動又は役務を行っている事業所であること。 

  

【繰越金算出方法】 

・社会福祉法人・・・・・・・・・当期末支払資金残高 

・ＮＰＯ法人、社団法人など・・・流動資産－流動負債 
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５．対象経費 

  以下の器具備品の購入費。（注２） 

（１）事業所の作業等で使用する器具備品及び就労環境整備のための器具備品。（小規模な設備、

工事費、取付費及び輸送費等を含む） 

（２）生活介護に関連する器具備品。（事業所内の支援にあたり、利用者の障がいを軽減もしくは

維持するためのもの） 

 （注２）器具備品とは、申請した事業所において単独で使用するものとし、他事業所等との共

用は認められない。また、設備の中の部品に類するものは除く。 

 

６．助成額 

器具備品購入費の８０％以内の額（千円未満切り捨て）とし、１事業所３０万円を限度とする。 

 

７．申請する際の注意事項 

（１）事業所運営にかかわる一般的な事務経費や人件費は対象としない。 

（２）助成決定前に既に器具備品を発注、購入、契約している場合は対象としない。 

（３）同一法人からは一事業所のみが申請できるものとする。 

 

８．申請方法 

（１）下記の助成金交付申請書及び必要な添付書類を、北海道社会福祉協議会へ提出する。 

   なお、助成金交付申請書は、下記アドレス宛にメールでも提出すること。 

【助成金交付申請書提出先】E-mail：d-syurou@dosyakyo.or.jp 

また、後日照会することがあるため、提出書類等は複写して手元に残すこと。 

※審査の結果に関わらず、提出書類等の返却は行わない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）本要項及び助成金交付申請書は、北海道新聞社会福祉振興基金ホームページからダウンロ

ードする。 

   なお、インターネット環境が整っていないなどにより書類の送付を希望する事業所は、北

海道社会福祉協議会まで連絡すること。 

【ダウンロード先】https://fukushi.hokkaido-np.co.jp/ 

№ 提出書類 提出方法 

１ 

助成金交付申請書 

※メールで提出する際は、申請書をＰＤＦに変換せず Excel ファイル

のまま提出すること。また、申請書の様式は変更しないこと。 

郵送及びメール 

２ 

２０２５年（令和７年）６月３０日までに所管庁へ提出している財務諸

表等（事業所単位）（２０２５年（令和７年）３月３１日時点） 

※事業所単位で会計を分けていない場合は、法人分を提出すること。 

・社会福祉法人は、２０２４年度の資金収支計算書 

・社団法人・ＮＰＯ法人等は、２０２４年度の貸借対照表 

なお、決算期が３月ではない事業所は、直近のものを提出。 

郵送 

３ 

見積書 

※１ 見積書の金額は助成金交付申請書の事業費総額と一致すること。 

※２ インターネットから購入する場合は、実際の購入金額がわかるも

のを提出すること。 

郵送 

４ カタログ等、器具備品の詳細がわかる参考書類 郵送 

 

http://122.213.225.164/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=MailSend&text=d%2Dsyurou%40dosyakyo%2Eor%2Ejp
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９．応募期間 

  ２０２６年４月１３日（月）から５月１８日（月）まで。（消印有効） 

 

１０．助成の決定 

  北海道新聞社会福祉振興基金が別に定める審査基準及びこの要項により助成先を決定し、北海

道新聞紙上で発表するとともに、全ての助成申請事業所へ結果を通知する。（７月下旬予定） 

  なお、選考経過など審査の内容にかかわる問い合わせには応じない。助成総額には限度がある

ため、助成額を減額する場合がある。 

  その他、この要項に定めがない事象が起きた場合は、北海道新聞社会福祉振興基金が北海道社

会福祉協議会と協議して決める。 

 

１１．助成金の交付 

  ２０２６年８月交付予定。 

 

１２．精算報告 

  助成決定事業所は、器具備品の購入後速やかに領収書（原本）及び写真等を添付した助成事業

完了報告書を北海道新聞社会福祉振興基金へ提出する。 

  提出期限：２０２７年３月９日（火） 

 

１３．個人情報の取り扱いについて 

  北海道新聞社会福祉振興基金と北海道社会福祉協議会が申請に際して得る個人情報は、当該助

成の審査中の問い合わせや決定時の連絡、助成金の送金など本事業の遂行に必要な範囲でのみ利

用する。助成決定後、団体名・代表者名、対象事業所の概要、助成金額等を公表する場合がある。 

 

１４．申請書類の提出先・お問い合わせ先 

北海道社会福祉協議会 法人・施設支援部 法人支援課（北海道障がい者就労支援センター） 

〒０６０－０００２ 札幌市中央区北２条西７丁目 1番地 かでる２．７ ２階 

ＴＥＬ ０１１－２４１－３９８２ ／ ＦＡＸ ０１１－２８０－３１６２ 

E-mail d-syurou@dosyakyo.or.jp 

http://122.213.225.164/cgi-bin/cbag/ag.cgi?page=MailSend&text=d%2Dsyurou%40dosyakyo%2Eor%2Ejp

